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公益財団法人佐賀市スポーツ協会 

スポーツ災害共済事業給付基準 

 

１．対象となる事業等 

   ①（公財）佐賀市スポーツ協会主催事業 

   ② 佐賀市との共催事業 

   ③ 校区(地区)スポーツ（体育）協会主催事業 

 ※ 上記事業当日の準備から後片付けまでを対象とする。 

 ※ 役員及び参加者を対象とし、参観者や待機中は対象とならない。 

 ※ 事業当日以前の練習等は対象とならない。 

 ※ 医療機関を受診した場合に限る。 

    ただし、事故発生日から１０日以内に受診し、事故後１か月以内に報告が 

あったものに限る。 

 ※ 医療機関とは、医師が治療にあたる施設で、あんま・針・マッサージ・整骨・

接骨等の治療院は対象外とする。 

２．見舞金 

   入院の場合      ５，０００円 

   通院の場合      ３，０００円 

   当日のみ受診の場合  １，０００円 

３．移送料 

   傷害等発生日のみ   実費額（要領収書） 

４．医療費 

   各種保険による控除後の負担金の２分の１相当額(初診料を含む) 

   治療用装具については、保険適用分を除く額を医療費として算定する。 

   各種保険対象外（松葉杖等のレンタル料等）の負担金及び証明書代は除く。 

給付金の限度額は、４０，０００円（見舞金含む。）とする。 

   ただし、見舞金＋医療費と本人支払額の少ない方を給付金とする。 

５．その他 

   特別な災害等が発生したときは、理事会で審議する。 

 

附 則  この基準は、平成２４年４月１日から適用する。 

 附 則  この基準は、公益財団法人佐賀市体育協会の設立の登記の日から施行 

する。 

附 則 （平成２６年３月５日第４号） 

この改正基準は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 （平成２７年３月１０日第７号） 

この改正基準は、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則  この改正基準は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則  この改正基準は、令和５年４月１日から適用する。 


